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令和８年度福島県高等学校入学者選抜 

福島県立相馬農業高等学校 前期選抜募集要項 

 

福島県立相馬農業高等学校             

住所 〒975-0012                      

福島県南相馬市原町区三島町一丁目 65 番地 

電話 0244-23-5175（代）             

 

１ 入学者受け入れに関する方針（アドミッション・ポリシー） 

 本校では、以下のアドミッション・ポリシーに基づき、生徒を募集する。 

・農業に関する専門的な知識や技術に興味関心を持って意欲的に学び続ける生徒を募集します。 

・部活動や特別活動に積極的に取り組み、ルールやモラルを守って活動する生徒を募集します。 

・農業をはじめとする地域を支える産業分野への就職や、関連分野への進学を目指す生徒を募集し  

ます。 

 

２ 募集学科及び定員 

課程 学 科 名 募集定員 
特色選抜 

募集定員枠 
一般選抜募集定員 

全日制 

生産環境科 ４０名 ３０％程度 各学科とも、募集定員から、特色選

抜において合格と判定された者の数

を除いた数とする。 

環境緑地科 ４０名 ３０％程度 

食品科学科 ４０名 ３０％程度 

 

３ 通学区域 

  「福島県立高等学校の通学区域に関する規則」により、各学科とも県下一円とする。 

 

４ 出願資格 

次の(1)の条件を満たす者とし、特色選抜への出願資格については、(1)に加えて(2)の条件も満た

す者とする。 

(1) 次の各号のいずれかに該当する者 

① 中学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校若しくは中等教育学校の前期課程

（以下「中学校」という。）を卒業又は修了した者、あるいは令和８年３月卒業見込又は修了

見込の者（以下「卒業者及び卒業見込の者」という。） 

② 中学校卒業者と同等以上の学力があると認められる者 

(2) 本校が示す特色選抜における「志願してほしい生徒像」を踏まえ、当該学科を自ら志願する動

機・理由が明白かつ適切である者 
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５ 志願してほしい生徒像 

各 科 共 通 

本校では、教育目標として次の４点を掲げている。 

（1）個性を伸ばし、創造的能力の開発に努め、心豊かで健全な人間を育てる。 

（2）規律と責任を重んじ、実践を尊ぶ社会人を育てる。 

（3）職業に関する基礎的・基本的な知識と技術（技能）を身に付け、様々な見

方・考え方を働かせ主体的に行動し社会に寄与できる人材を育てる。 

（4）社会の変化や産業の動向を幅広く視野に入れ、適切に対応できる人材を育

てる。 

このような教育目標のもとに、本校では以下に示す生徒を求めている。 

 

 

 

 

 

学 

 

 

 

 

科 

生産環境科 

（1）作物の栽培や動物の飼育などの生産技術に興味・関心があり、生産技術の

学習を希望する生徒。 

（2）野菜や草花などのハイテク技術を用いた農業生産に興味・関心があり、ハ

イテク園芸の学習を希望する生徒。 

（3）将来、農業の担い手または農業関係に進学・就職を希望する生徒。 

（4）部活動や生徒会活動・農業クラブ活動に意欲的に取り組む生徒。 

（5）規範意識が高く、自分の行動に責任を持って活動できる生徒。 

環境緑地科 

（1）土木や測量に興味・関心があり、土木技術の学習を希望する生徒。 

（2）造園や樹木に興味・関心があり、造園技術の学習を希望する生徒。 

（3）将来、土木・造園関係に進学・就職を希望する生徒。 

（4）部活動や生徒会活動・農業クラブ活動に意欲的に取り組む生徒。 

（5）規範意識が高く、自分の行動に責任を持って活動できる生徒。 

食品科学科 

（1）食品の製造や実験に興味・関心があり、製造技術の学習を希望する生徒。 

（2）食品の流通や販売に興味・関心があり、販売技術の学習を希望する生徒。 

（3）将来、食品の製造・流通関係に進学・就職を希望する生徒。 

（4）部活動や生徒会活動・農業クラブ活動に意欲的に取り組む生徒。 

（5）規範意識が高く、自分の行動に責任を持って活動できる生徒。 

 

６ 併願の取扱い 

(1) 志願者は、特色選抜と一般選抜のいずれか又は両方に出願することができる。特色選抜と一般

選抜の両方に出願する場合、一般選抜で出願する学科は、特色選抜で出願した学科と同じ学科又

は異なる学科へ出願することができる。 

(2) 特色選抜の出願は、本校における１学科とし、第二志望は認めない。 

(3) 一般選抜の出願は、各学科間において第二志望を認める。 

 

７ ＷＥＢ出願システムの利用 

「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」に定めるところにより、出願手続等には、

福島県立学校入学者選抜ＷＥＢ出願システム（以下「ＷＥＢ出願システム」という。）を利用する。 

ＷＥＢ出願システムによる手続等の詳細は、別に公表するＷＥＢ出願システム志願者用マニュア

ル等による。 

なお、県外から志願する者及び県内において学区を越えて志願する者、中学校卒業者及び卒業見

込の者以外の志願者は、「15 出願資格申請」（５ページ）により、本校校長に出願資格を有する
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ことの承認を得て、志願者基本情報登録を完了させた後に、出願手続を行う。 

 

８ 出願に必要な書類 

(1) 中学校卒業者及び卒業見込の者 

① 令和８年度福島県立高等学校入学志願に関する調査書（以下「調査書」という。様式１号） 

ただし、令和２年３月末日までに中学校を卒業した者については、本校校長の判断により、   

調査書の提出を免除する場合がある。  

② 特色選抜志願理由書（本校所定の様式） 

ただし、一般選抜のみに出願する志願者については不要とする。 

(2) 上記(1)以外の者 

① 特色選抜志願理由書（上記(1)②に同じ） 

② 健康診断書（令和８年１月以降に医師の診断を受けたもの）（様式３号） 

ただし、文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者については、健康診断書の提出を免除する。 

③ 履修証明書、学習成績証明書 

ただし、やむを得ない事情がある場合は、それに代わるもの。 

なお、外国における最終学校の履修証明書、学習成績証明書等とする場合は、日本語又は

英語によるものとする。 

 

９ 出 願 手 続 

出願手続については「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」に定めるところによる。 

(1) 中学校卒業者及び卒業見込の者 

志願者の在籍（出身）中学校長（以下「中学校長」という。）を通して、本校校長に出願す

る。 

① 志願者は、ＷＥＢ出願システムに志願情報を登録の上、ＷＥＢ出願システムを介して入学     

検定料（2,200 円）を納付し、中学校長に出願を申請する。 

なお、納付した入学検定料は返還しない。 

【申請期間】 

令和８年１月 26 日(月)午前９時から令和８年２月５日(木)正午まで 

② 中学校長は、ＷＥＢ出願システムにおいて志願情報に誤りがないこと、出願資格を満たし  

ていること及び必要額の入学検定料を納付していることを確認の上、出願を承認する。 

【中学校承認期間】 

令和８年２月２日(月)午前９時から令和８年２月５日(木)午後４時まで 

③ 中学校長は、特色選抜志願理由書等、書面による提出が必要な書類がある場合、提出票

（様式５号）を添付し、出願受付期間内に、持参又は送付により本校校長に提出する。 

なお、調査書については「11 調査書提出」（４ページ）に定めるところにより提出する。 

【出願受付期間】 

令和８年２月２日(月)午前９時から令和８年２月６日(金)正午まで 

(2) 上記(1)以外の者 

上記(1)に準じ、志願者が直接、出願手続を行う。 

(3) 本校校長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、出願の受理を取り消す場合が 

ある。 



- 4 - 

① 志願情報に虚偽があるとき 

② 所定の手続を経ないで、他通学区域から出願したとき 

 

○ 持参及び送付による書類の提出方法について 

（本要項において、特に断りがない限り、以下の方法により書類を提出する。） 

【持参の場合】受付時間は、午前９時から正午まで及び午後１時から午後４時までとする。  

ただし、最終日はそれぞれの受付期間の終了時刻までとし、土曜日、日曜

日、祝日及び振替休日を除く。 

【送付の場合】送付の記録が残る簡易書留等とし、それぞれの提出期間最終日の指定された

時間までに必着とする。 

宛先 福島県立相馬農業高等学校長  

住所 〒975-0012                

   福島県南相馬市原町区三島町一丁目 65 番地 

 

10 出願先変更 

出願先変更については「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」に定めるところによ

る。 

【出願先変更受付期間】 

令和８年２月９日(月)午前９時から令和８年２月 13 日(金)正午まで 

 

11 調査書提出 

中学校長は、調査書提出期間内に、提出票（様式５号）を添付し、持参又は送付により調査書を

本校校長に提出する。 

【調査書提出期間】 

令和８年２月 16 日(月)午前９時から令和８年２月 17 日(火)午後４時まで 

 

12 受験票の印刷 

志願者又は中学校は、令和８年２月 18日(水)午前９時以降に、ＷＥＢ出願システムから受験票 

を印刷する。 

 

13 出願取消 

出願取消については「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」に定めるところによる。 

なお、志願者が検査当日以降に出願取消を申し出た場合、中学校長は、速やかに本校校長に連絡

をした後に、手続を始めること。  

【出願取消期間】 

令和８年２月９日(月)午前９時から令和８年３月 13 日(金)午前９時まで 

 

14 自己申告書の提出  

志願先の高等学校長に申し出ておいた方がよいと考える事情がある志願者については、本人の希

望により、出願に際して志願先の高等学校長に自己申告書（様式７号）を提出することができる。 

なお、志願者の保護者は必要に応じて補足事項を記入してもよい。 

提出及び受領は、次の方法により行う。 
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(1) 志願者は、自己申告書に必要事項を記入し、厳封の上、本校校長あて親展とし、持参又は送  

付する。 

ただし、送付の場合は提出期間最終日の消印を有効とし、志願者の住所、氏名を記入し、110

円切手を貼付した返信用封筒（定形）を同封する。 

【自己申告書提出期間】 

令和８年２月 16 日(月)午前９時から令和８年２月 18 日(水)午後４時まで 

(2) 自己申告書の提出があった場合、本校校長は、自己申告書受領書（様式８号）を交付する。 

 

15 出願資格申請  

出願資格申請については「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」に定めるところに

よる。 

なお、中学校長又は志願者は、手続を始める前に本校校長に連絡をすること。  

【申請期間】 

令和７年 11 月 17 日(月)午前９時から令和７年 12 月 26 日(金)午後４時まで 

及び令和８年１月５日(月)午前９時から令和８年１月 30 日(金)午後４時まで 

 

16 選抜方法・選抜資料 

(1) 特色選抜 

特色選抜志願理由書、調査書の審査結果、学力検査の成績及び特色面接の結果を資料とすると  

ともに、さらに特色検査の結果を併せて資料として選抜を行う。 

ただし、調査書の「出欠の記録」は選抜資料としない。 

〇 選抜資料 

学力検査 ５教科とする。250点満点とする。 

特色選抜 

志願理由書 

本校への志望動機及び入学後学びたいこと、卒業後は農業や地域産業に

どのように関わっていきたいかを記入する。 

調査書 

「各教科の学習の記録」は傾斜配点を実施し、音楽、美術、保健体育、技

術・家庭の４教科の評定を２倍とし、195 点満点とする。「特別活動等の記

録」及び「長所・特技等の記録」は 55点満点とし、その一部として部活動や

地域クラブ活動等の実績や取組内容などを総合的に評価し、点数化する。こ

れらを合わせ、合計 250点満点とする。 

特色面接 

個人面接を実施する。 

共通事項（志望の動機等）の他、学科毎の事項（目的意識や学ぶ意欲・態

度等）について関連した質問を課す。 

面接は点数化し、200点満点とする。 

特色検査 

作文を実施する。 

学科毎に設定したテーマで 600字程度にまとめる作文を課す。 

作文は点数化し、50点満点とする。 

選抜資料の満点 選抜資料の満点は 750点とする。 
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(2) 一般選抜  

〇 選抜資料 

学力検査 ５教科とする。250点満点とする。 

調査書 

「各教科の学習の記録」は 195 点満点、「特別活動等の記録」及び「長

所・特技等の記録」は 55 点満点とし、その一部として部活動や地域クラブ

活動等の実績や取組内容などを総合的に評価し、点数化する。これらを合

わせ、合計 250 点満点とする。 

一般面接 

個人面接を実施する。面接は点数化し、100点満点とする。 

※特色面接との併願者は、特色面接の実施をもって一般面接の実施とみな

す。 

学力検査と調査書

の成績の比重 
同等とする。 

 

17 学力検査、面接等の日時及び会場 

(1) 学力検査 

① 日 時 

     令和８年３月４日（水）  

         受付時間：午前８時 15分～午前８時 30分 

       学力検査：午前９時～午後３時 10分 

8:15 8:30     9:00        9:50    10:10      11:00   11:20        12:10      13:10       14:00    14:20     15:10 

 

受 

付 

 

 

点 呼 

諸注意 

 

 

国  語 

 

 

休 

 

 

数 学 

 

 

休 

 

 

外 国 語     

( 英 語 )     

 

 

昼  食 

 

 

理 科 

 

 

休 

 

 

社 会 

 

                    (50 分)  (20 分)   (50 分)  (20 分)   (50 分)    (60 分)    (50 分)  (20 分)   (50 分) 

② 会 場 福島県立相馬農業高等学校 

③ その他 受験票、上ばき、昼食、鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、コンパス、定

規（ただし、分度器機能を有する定規は使用できない。）を持参すること。 

なお、下敷き、分度器、計算機能や言語表現機能を有するもの、携帯電話、スマー 

トフォン、ウェアラブル端末、電子辞書等の通信機器は持ち込まないこと。 

(2) 特色面接・特色検査・一般面接日時 

① 日 時 

令和８年３月５日（木） 午前９時～午後３時 30 分（予定） 

受付時間：午前８時 15分～午前８時 30 分 

特色検査：午前９時～午前 10時に実施し、その後、特色面接を実施する。 

     一般面接：午前９時から実施する。 

     ※終了予定時刻は、令和８年２月 27日(金)までに本校の Web サイトに掲載する。 

② 会 場 福島県立相馬農業高等学校 

③ その他 受験票、上ばきを持参すること  

なお、携帯電話、スマートフォン、ウェアラブル端末、電子辞書等の電子機器類は

持ち込まないこと。 
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18 追検査等の実施 

当該志願者が欠席した検査等を実施し、他の志願者と併せて判定する。 

追検査等の対象となる志願者及び手続き等については「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜

実施要綱」による。 

(1) 日 時  

① 学力検査 

令和８年３月 10 日(火) 

受付時間：午前８時 15 分～午前８時 30分 

学力検査：午前９時～午後２時 45 分 

8:15 8:30      9:00        9:50    10:05      10:55   11:10        12:00      12:50       13:40    13:55     14:45 

 

受 

付 

 

 

点 呼 

諸注意 

 

 

国  語 

 

 

休 

 

 

数 学 

 

 

休 

 

 

外 国 語     

( 英 語 )     

 

 

昼  食 

 

 

理 科 

 

 

休 

 

 

社 会 

 

                    (50 分)  (15 分)   (50 分)  (15 分)   (50 分)    (50 分)    (50 分)  (15 分)   (50 分) 

② 特色面接・特色検査、一般面接 

令和８年３月 10 日(火)の学力検査終了後に行う。 

※特色選抜との併願者は、特色面接の実施をもって一般面接の実施とみなす。  

※選抜の一部を受験する場合の日時は、中学校長を通して志願者に連絡する。  

(2) 会 場 福島県立相馬農業高等学校 

(3) その他 持参物については、「17 学力検査等の日時及び会場」のとおりとする。 

 

19 選抜結果発表 

ＷＥＢ出願システムにより、選抜結果（合格・不合格・出願取消、合格した選抜及び学科）の発

表を行う。 

【選抜結果発表期間】 

令和８年３月 16 日(月)午後１時から令和８年３月 24 日(火)午後５時まで 

(1) 志願者は、ＷＥＢ出願システムにより自身の選抜結果を確認する。 

(2) 選抜結果発表期間の初日のみ、ＷＥＢ出願システムを利用できない志願者への配慮として、

合格者一覧を午後１時以降に本校体育館前に掲示する。  

(3) 合格者に対して、令和８年３月 16 日(月)午後１時から午後２時まで、本校体育館にて合格通

知書（様式 13 号）を交付した後、実習着採寸等を行う。合格者は受験票を持参し、来校するこ

と。 

(4) 提出書類等の記載内容に事実と相違している点が認められたときは、合格を取り消す場合が 

ある。 

 

20 学力検査結果の提供  

前期選抜の学力検査（追検査を含む。）受験者に対し、ＷＥＢ出願システムにより、本人の各教科

の得点と５教科の合計得点の情報を提供する。 

なお、対面、電話、はがき等による請求は受け付けない。 

【学力検査結果提供期間】 

令和８年３月 16日(月)午後２時から令和８年３月 24日(火)午後５時まで 
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21 そ の 他 

(1) 選抜の一部が未完了となった者の取扱い  

選抜の一部が未完了となった者の取扱いは次のとおりとする。 

なお、インフルエンザ等感染症罹患及び体調不良等により別室で受験をした者で、選抜の一部

が未完了となった者も含む。 

① 追検査等の対象となる志願者 

「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」に定めるところにより、「一部未完了

となった選抜の意思連絡書」（様式 14 号）を令和８年３月６日(金)午後４時までに本校校長へ

提出する。 

② 追検査等の対象とならない志願者 

受験した内容のみで合否判定を行う。 

(2) 前期選抜で不合格となった者についての取扱い  

前期選抜で不合格となった者が、後期選抜に出願するときは、「令和８年度福島県立高等学校

入学者選抜実施要綱」の定めるところにより、新たに出願する。 

(3) 入学辞退の手続  

合格者のうち、入学を辞退する者は、入学辞退届（様式 16号）を中学校長を通して本校校長に

提出する。 

ただし、中学校卒業者及び卒業見込の者以外の者については、直接、本校校長に提出する。 

なお、納付した入学検定料及び高等学校に提出した書類等は返還しない。 

(4) 障がい等のある志願者に対する配慮は、「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜実施要綱」

に定めるところによる。 

提出する書類は次のとおりとする。 

① 中学校卒業者及び卒業見込の者 

原則として年内に、志願者は、中学校長を通して、「受験上の配慮申請書」（様式 17号）を、

本校校長に提出する。その際、中学校長は、中学校における「生活・学習の様子、配慮等に関

する説明書」（様式 18号）と本校校長が必要と判断した場合には診断書等も併せて提出する。 

② 上記①以外の者 

原則として年内に、本校に問い合わせること。 

(5) 本要項に記載されていないことについては、「令和８年度福島県立高等学校入学者選抜実施要

綱」を確認の上、本校に問い合わせること。 


